
 

 

○消防車の入構について（続報） 

 

令和８年１月２７日（火） 

 

１月２６日（月）、地層処分基盤研究施設（非管理区域）において、動

作確認中の定温乾燥器から異臭を確認したことから、１３時４９分に公設

消防に通報しました。公設消防が現場を確認した結果、本日は装置内

部の確認ができないため、今後、メーカーの調査結果を踏まえ、火災・非

火災の判断を受けることになりました。 

 

１月２７日（火）、メーカーによる調査の結果、当該乾燥器の異常は認

められませんでした。公設消防にその旨を報告したところ、誤報扱い（火

災ではない）となりました。  

 


